
令和 7 年 9 月 

                               にいがた和牛推進協議会事務局 

    （TEL:025-234-6782 FAX:025-234-7045) 
  

にいがた和牛産地証明書発行要領に基づき、 

「にいがた和牛産地証明書」及び「にいがた和牛ロゴシール」を次の手順で発行します。 
 

手 順 条 件 備 考 

申

込

者 

① 新潟県産和牛の枝肉購入 

  

・食肉市場等で取引された枝肉 

品質規格等級が「A」「B」3 等級以

上のもの 

 

② 「産地証明書発行申込書」の

提出 

 

・発行申込書に添付する書類 

〇枝肉格付が確認できる書類 

(日本枝肉格付協会発行の 

「牛枝肉格付明細書」など) 

 

【厳選にいがた和牛追加書類】 

〇 脂肪交雑基準（BMS）9 以上を

確認できる書類 

・1 頭あたり発行限度枚数 

①産地証明書 24 枚まで 

②ロゴシール 

2,000 枚まで(100 枚単位) 

(ロゴシールのみの発行は不可) 

・発行する産地証明書・ロゴシール 

発行申込書に「村上」「新発田」「厳

選」と記載の場合は、原則として

専用の産地証明書・ロゴシールを

発行 

に
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が
た
和
牛
推
進
協
議
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① 「産地証明書発行申込書」の

受付と審査 
 

 
○産地証明書発行(枝肉格付 5 等級の例) 
 
 
 
 
 
 
 
○ロゴシール発行(枝肉格付 3 等級の例) 

・審査項目 

① 黒毛和種の去勢牛又は未経産で

あり血統が明確であるか。 

② 新潟県内で肥育され、最長飼養

地が新潟県内であるか。（村上牛

は村上牛生産地域、新発田牛は

新発田牛生産地域） 

③ 品質規格等級が「A」「B」3 等級

以上であるか。（村上牛、新発田

牛は 4 等級以上） 

④ 家畜個体識別システムにより生

産から出荷までの移動履歴が確

認できるか。 

 

【厳選にいがた和牛の追加審査】 

① 脂肪交雑基準（BMS）が 9 以上で

あるか。 

② クリーンビーフ生産農場で肥育

された牛であるか。 

・申込書の受付 

月曜～金曜(8:30～17:00) 

【祝日と年末年始を除く】 

・正午までの受付分は「即日発行」 
 
［産地証明書・ロゴシールの種類］ 

にいがた和牛(3 等級) 

にいがた和牛(4 等級) 

にいがた和牛(5 等級) 

にいがた和牛(村上牛) 

にいがた和牛(新発田牛) 

厳選にいがた和牛 
 
①産地証明書の仕様 

A4 版厚紙 (1 枚当たり 300 円) 

②ロゴシールの仕様 

・1 枚のサイズ 

3 等級(W47 ㎜×H32 ㎜) 

4・5 等級(W45 ㎜×H45 ㎜) 

村上牛・新発田牛(W50 ㎜×H35 ㎜) 

厳選にいがた和牛(W50 ㎜×H50 ㎜) 
・1 シート当たり 10 枚 

（厳選にいがた和牛のみ 20 枚） 

 (1 枚当たり 1.5 円)  

＊価格は送料及び消費税込み 

申

込

者 

② 産地証明書等を受領 

・内容確認 

・小売店又は料理店等に配付 

・産地証明書等の管理責任者を 

 設置 

・産地証明書等の受払簿を作成 

・産地証明書等の管理状況を年 

2 回(4 月、10 月)協議会に報告 

・産地証明書等の送付時に発行

した「代金請求書」により代金

を事務局に納付 

 

 
・証明書  ○○枚 
・ロゴシール ○○○枚 
・にいがた和牛（村上牛）は備考欄に「村上」、 

にいがた和牛（新発田牛）は備考欄に「新発田」、 
厳選にいがた和牛は「厳選」と記載  

にいがた和牛産地証明書及びロゴシールの発行手順 

発行申込書 

産地証明書等を申込者に郵送 

マークの上 段に枝肉 格
付に応じて｢☆｣印を附す 

・3 等級 なし 
・4 等級☆☆☆☆ 
・5 等級☆☆☆☆☆ 
・「にいがた和牛（村上牛）」 

「にいがた和牛（新発田牛）」  
「厳選にいがた和牛」は 
専用ロゴシール 

FAX で事務局に提出 


